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平成22年における f国丸ごと仕分けJ(行政事業レゼュー)の

取組と今後の課題について

f国丸ごと仕分けJ(行政事業レビュー。以下 fレピュ・・・・・-Jという。)

は、第6回行政刷新会議 (3F111日)における決定に基づき開始され、

ここまで、行政刷新会議の適切な関与の下で、各府省の取組が行われて

きたところである。

レビューは、各府雀が一斉に自らの所管事業を点検するという過去に

例がない取組であることから、来年から本格実施することとし、本年は

試行的な取組として実施してきた。

今般、各府省における今年の点検作業が終了し、その結果の平成2 3

年度予算概算要求への反映状況の公表も行われ、一連の取組!こ区切りを

迎えたところである。このため、行政刷新会議として今年の取組全体を

振り遮り、来年からのレピューの本格実施に向けた課題を整理すること

としたい。

これを別添 f平成 22 年における『闇丸ごと仕分け~ (行政事業レビ

ュー)の取組と今後の課題〈案)J としてとりまとめたので、本日の本

会議においてご審議の上、ご決定いただければ幸いである。

。
J
V



(別添)

平成22年における

「臨丸ごと仕分けJ(行政事業レビュー)の取組と

今後の課題

(案)

平成 2 2年 9月 3 0日

行政刷新会議

-4山



[目次]

1 はじめに"

2 平成22年の取組の概婆・・・・・剛街"・胴 E ・・・・虜"胴 w ・・・副幽齢 2 

( 1 )取績の流れ“・・開聞・・闘"“・・ a ・咽網"・・・圃・胃 2 

(2)実施体制幽掴陣・胴胴・・ B ・・・圃・・・・凶幽・膨 B 筒闘"・ 3 

(3)事業実態の把握(行致事業レビューシートの作成)--・・・・・・・鋼・幽 3 

(4 )外部の視点を活用した点検・"‘園闘・・嗣・・闘・聞 R ・・幽幽・岨 4 

(5 )点検結果の平成23年度予算概算要求への反映・・瞬幽・・・・・"・ 5 

3 公開プロセス終了時点でのレピ、ユーに対する各府省及び外部有識者の評価開閉開 6 

( 1 )レピユ←の取組に対するチーム等の所見隣個 a ・網開明網"・・・聡田岡縄開 6 

(2) 外部有識者へのアンケート結身2・幽幽睡眠側関副舗圃 a ・・闘・幽 9 

4 レビューの結果とその平成 23年度予算概算要求への反校状況に関する論点・聞 15 

5 来年以降の本格実施に!匂Itて取り組むべき課題・・

( 1 )レビュ…シートについて開

(2)公隠プロセスについて"凶・

(3 )公開プ口セスの対象外の事業の点検について・

(4 )複数部局等にまたがる政策に関する事業のレビューについて・

(5 )政策評価との関係について・開

(6 )再仕分けとの連動について・.

(7)レどューの手法の新規事業への応用について圃

(8)情報公開の夜り方について・

y ・・町刷圃岨 1 6 

1 6 

1 7 

1 9 

1 9 

幽20

-20 

2 1 

胴21 

6 おわりに・圃圃陣・・・・・・聞・・闘聞・"・・・・・・聞陶・・ 23

{参考資料}

各府省の行政事業レビュー点検結果の平成23年度概算獲求への反映状況(集計表)
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自国富趨

( 1 )国が金頭立案する事業について、国民の税金が無駄なく効果的に使われているかを

検証して問題点を災り出し、早急に見直しを行っていくためには、各府省が所管する

毒事業の執行実態を把握するにとが極めて重要である。しかしながら、昨年の事業仕分

けの結果、全体的に各府省の把握は十分でないことが明らかになった。

実態把握が不十分なままで事業の検誌が十分に行われることはない。このような状

態で予算要求が行われるならば、非効率で効果の低い事業が温存されることになる。

(2)我が国の遜迫した厳しい彩政状況は、このような非効率・低効果の事業の温存を許

さない。昨年 11月に行われた事業仕分けにおいても、このような事業を見直すため

の厳しい議論が行われたが、第 5由行政刷新会議(平成2 2年 1.Fl12日)において

指摘があったように、予算要求の段階から十分な検討・見箆しが行われていない場合、

予算査定の段階での削減努力には限界がある。

(3 )以上のような問題意識に立御して、行政刷新会議は、その適切な関与の下で、

① 各府省自らが、自律的に、

② 予算要求前の段階において、

③ 原員1]全ての事業について、予算が最終的にどこに渡り(支出先)、何!こ使われて

いるか(使途)といった実態を把握し、悶民に明らかにした上で、

④ 事業{士分けの手法も用いながら事業の点検を行い、その結果を予算の概算要求や

執行等に反映させる

取組である行政事業レビュー(以下「レビューj という。)を本年から開始した。

この取組は、事業{士分けの内生11:;.定常化を図り、霞の事業全体を仕分けることと

なることから、「箆丸ごと仕分けj とも言うべきものである。

また、各府省が自律的に行うこの取組を毎年徹底して繰り返すことにより、コスト

の削減や政策効楽の高い事業の立案に向lすた霞ヶ関の意識改革、すなわち f仕分けマ

インドJの定着につながることも期待される。

(4 )レビューのように各府省が…斉に自らの所管事業を点検する取組は過去に伊jがない

ものであることから、本年を試行とし、来年から本格実臆することとしている。本報

告は、来年からの本格実施に向Iす、平成2 2年における今年のここまでの取組を振り

返りながら、レどューの実効性を確保していくための課題と対応方向を聖書理したもの

である。

C
D
 



酔圃園田富亘膚端居剖監望破事j漏~:n直脳症;[iI

(1)取組の流れ

平成 22年のレビューは、概ね以下の臼獲により実施された。

3月 i第6回行政刷新会謝 (11日)

(・レビューの実施を決定〕

i各府省において予算段視・効率化チームを設置 (~4 月上旬) I 
と笠塾駐車の策定作業を際始するなどレビューの作業{こ着制

4月 j第7回行政刷新会謡 (8B) 

(雀各附の行動計画の報告、公開プロセスの駄的なルール了承)

i第8回行政刷新会調 (20臼)

(・行政刷新会議が選定する外部有識者の選定基準了双)

5月 |第9回行政刷新会調 (18 B) 

[伸一叫…告 i 
"公開プロセス対象事業の了承、外部有識者決定!

i各府省における公開プロー主主皇室調 (26 日 ~6 月 1 5 B) 

6.F.1 際 10@]行政刷新会謡 (15日)〔公一スの結果賦賠報鮎告 (6時叩…丹肘悶8叩日問吋時

.レビユ一の取組状i況況(各府省所見)の報告 | 

i各府省におけるレビューの中間取りまとめI(下旬)

(こ同での取…的総話 1 
・公開プロセスの結果を踏まえた横断的な見直しの視点の提示|

7)寺 防政事業レビューシートの公表I(上旬(一部中旬)) 

i各府省における事業の最終的な点検作業1(~8 .F.1下旬)

8月 桁政事業レどューシート(最終版)の公表I(下旬~9 月上旬)
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i平成23年度予算概算要求への反映状況の公表I(下旬'""9月上旬(一部下旬)) 

9月 i第 11図行政刷新会調 (30臼)

(・平成22年の取組と今後の課題の整司

(2) 実胞体制

レビューは、各府省の予算箆説"効率化チ…ム(以下「チーム」という。)を中心

!こ行われた。これは、 f予算編成等の在り方の改革についてJ(平成21年 10.Fl23

a閣議決定)及び f予算監視=効率化チームに関する指針J(平成22年3.Fl31日

内閣官房間家戦略室)に基づき各府省に霞かれたものである。チームはii¥"IJ大監をトッ

プとし、外部有識者の参加も得ながら、各府省の大使官房長、会計課長等をメンバー

として構成されるのが基本である。

(3)事業実態の把握(行政事業レビューシートの作成)

① 各府省が事業の実態安十分に把握し、国民iこ対してわかりやすく示すため、行政

JiilIJ新会議事務局(以下 f事務局Jという。)から援示した様式に従い、各府翁にお

いて行政事業レビューシート(以下「レビューシートj という。)が作成された。

② レビューシートには、

ア 事業所管部局が、事業の概婆や予算固執行額のほか、事業実態を十分把握する

ことを前提に、自己点検の内容(支出先梼使途の把握水準・状況、(当該事業の)

見直しの余地)、資金の流れ、費目・使途などを記載するとともに、

イ さらに、チ…ムが、事業所管部局の自己点検の内容等を緩査した上で、事業執

行において見直すべき点や概算要求へ反映すべき内容等について所見を記載する

こととした。

このような手織を経ることで、府省内で事業に対して二重のチェックを実施した

上で、最終的!こ当該事業の概算要求額を決定するようにした。

③ レビューシ…トの作成!こ当たっては、各府省において、今回の点検の対象となる

事業単位の整理を行った。事業主詳位の整理は害事業の執行実態の把握を前提に行うも

のであることから、抱擦できる直近の年度(本年であれば21年度)の事業につい

て行った。この結果、人件費や庁費などの事務的経費、国債費、地方交付税交付金

などを徐き、最終的に合計5. 383通のレビューシートが各府省において作成・

公表された。
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(4)外部の視点を活用した点検

図の事業を客観的にチェックするため、公開プロセス、レビューシ…トの公表等を

通じて、外部の視点を取り入れた事業の点検を実施した。これにより、これまで各府

省内部で行われてきた予算要求の検討プロセスの透明性が画期的に高まった。

① 公開プロセスの実施

ア 5月26日から 6月 15日にかけて、各府省において、合計 169の事業につ

いて外部有識者による点検が公開の場で行われた(公開プロセス)。外部有識者

!ま、対象者事業について府省銀IJの説明者と質疑を行い、その内容を踏まえて、「廃

止J、f抜本約改善寺ム f一部改警」などの評備を評価シートに記入した。外部有識

者の評価の集計の後、とりまとめ役として参加している当該府省の副大使や大臣

政務官(例外的に大臣官房長等)が最終的な評価結果のとりまとめを行った。

イ 公開プロセスの対象事業については、レビュー対象事業のうち、次の基準を考

慮して各府省が選定した。(なお、公開プロセスの対象として相応しくないと判

断された一部の事業については、事務局からの指摘で差し替えが行われた。)

i )事業の規模が大きく、または政策の優先度の高いもの

ii)長期的、継続的!こ取り組んでいる事業などで、執行方法や制度等に隠して、

改善の余地があるもの

iii)事業の執行に隠して、過去に内外から問題等が指摘されているもの

iv)その他、公隠の場で外部の視点による検証を行うことが有効と判断されるも

の

ウ 外部有識者については、そのおよそ半数を各府省のチーム!こ参加する者とし、

残りの半数及び議論のコーディネーターとなる者を行政刷新会議が指名する者と

することにより、議論の外部牲の確保に努めた。

エ 評価結果 18 2 (※)のうち、「廃止Jが4 6、侭らかの f改善j を求められ

たものが 136となり、「現状通り j はOであった。

※ いくつかの事業でメニュー毎!こ級分化して評価を行ったため、事業数(1 69) を超える数

となった。

②横断的な点検の実施

各府省のチームにおいて、公際プロセスの中で明らかとなった見直しの視点も活

用しながら、公開プロセスの対象とならなかった他の事業の機断的な点検を実施し

nu 



た(おおむね7月-8月)。

③ 行政事業レビュ…シートの公表

ア レビューシートについては、各府省において、

要事業所管部局が自己点検欄まで記入した段階で…度公表し、閤民からの書室見

募集を行ったよで(おおむね6-7.F!)、

チームの所見及び翌年度要求額を記入したものを最終版として概算婆求に捺

して公表した (8月下旬-9月上旬)。

イ このような手l績を絞ることにより、国民の視点も活用しながら事業の点検を行

うことに努めた。

(5) 点検結裂の平成23年度予算概算要喜求への反紋

① レビューの点検結果を義実に来年度予算の概算要求に反娘し、その結果を公表す

ぺきとの行政局IJ新会議からの要請を踏まえ、各府省では概算要求!こ際して、行政事

業レビューシートの最終版と f行政事業レピュ…点検結果の平成2 3年度概算獲求

への反映状況について」を公表した。 (8月下旬-9月上旬(一部下旬)) 

② この資料等を基に害事務局において集計したところ、点検対象となった平成21年

度の事業5，38 3(レビューシート数の合計)のうち、 f廃止jが471、『改養」

が 2， 210であり、 f廃止j • r改善j による平成23年度予算概算要求への反映

穣は約 1. 3兆円に上る。(※)

※ 1 r廃止Jr主、レビューの点、検の結果、 23年度概算要求において廓止されたものである。(レ

どューの点、検以前に21年度末までに廃止されたものは含めていない。)

2 r改警Jr主、「廃止j以外でレビューの点検の綜泉、何らかの見直しが行われたものである。

(各府省が f廃止」と結論付けていても、実際のm:止が数年後(段提言的廃止)になるものに

ついては、ここでは f改善j として整環している。また、執行ilii等の改善であったため、 23

年度概算要求の金額に反政がなされていないものを除いている。)

③ 行政刷新会議は、今後、各府省における点検が十分なものとなっているか、点検

結果が的確に概算獲求に反映されているか等について引き続安チェックを行い、更

に見直しの余地があると考えられる事業については、事業仕分け第3弾(再仕分け)

の対象とする。
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今年の取級の成果や問題点を客観的に把援し、来年以降のレビュ…の充実につなげて

いくため、公開プロセスを終えた詩点において、事務局から、各府省のチーム又はチー

ム事務局の役割を拐う会計諜等にレビューの取組に践する所見を求めるとどもに、行政

側新会議からの指名により各府省の公開プロセスに参加していただいた外部有識者にレ

ビ、ユーに関するアンケートを行った。

(1)レビュ…の取級に関するチ…ム等の所見(所見の提出時期・ 6月上中旬)

① レビューの実筋主体である各府省からは、獄事Eの意義を積極的同肯定的に評価

する見解が以下のように数多く寄せられた。

[実態把援に衡するもの]

-フロ…図等により、これまで各担当者が犯援していた資金の流れや使途が一回

で把握できるようになった。

贋可視化により、これまで必ずしも留意していなかった諸点について、認識が深

まるとともに、その適正性等を判断するよで重要な材料となった。

・資金の流れ、費目幽使途の実態恕擦により、契約方法の妥当性、目的達成のた

めの手段としての適切絵等の問題点がより明確化される。

・レビューシートを作成することによって、認遼方法(競争入札"随意契約)の

実態が明らかにされ、今後、事業の見直しをする際の参考になった。

制担当部局の把握水準が案件、部局、支出先の情報開示状況等によってまちまち

であることが明らかになり、犯握水準の改警を指摘されるケースも散見された。

このことにより、担当部局が予算の支出先や使途等の把握!こ今まで以上に主主を

飼いるようになり、更には効果的関効率的な予算執行!こ向けた不断の見直しを

行うことが期待される。

【公開プロセスに関するもの】

・従来はあまり外部の視点で検祝されていなかった行政内部の業務について、外

部の視点で検援する良い機会となった。

-それぞれの事業の在り方や予算の執行に関して、評価者の国民自線に立った率

穫な意見.t是言を受けたことにより、今後の事業運営の夜り方等を再検証する

とともに、改善点等を洗い出すために有意義であった。

圃予算執行の在り方、執行後の事業の効果等についても、説明糞{壬が求められ、
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国民の視線にさらされることを、すべての職員が改めて認識する契機となった。

・どのような方策を講じれば、より安価で効率的な予算が可能となるのか、国民

回線に立った執行を強く認識することができた。

・公開プロセスの場において案件の説明を行うことにより、担当部局における担

当案件についての把援水準が格段に向上している。

【公際プロセスの対象とならなかった事業の見獲しに臨書するもの】

価公開プロセスの対象とならなかった事業についても、チームにおいて、各局課

実による実態把握についてのヒアリングを実施し、見直しを行う 0

・f独立行政法人が行う事業の横断的な見獲しについてj 等を踏まえ、独立行政

法人・公益法人向け支出について、レピ、ユーにおいて検証することとしている。

【概算要求等への反映】

-庁内の予算要求ヒアリングにおいて、レピ、ユーの実施結果を踏まえて説明を行

うよう指示するなど、レビュ…結果の概算要求への反映を徹底して行う。

胴公隣プロセスで得られた各事業の見直しの視点については、公開プロセス対象

事業!こ限らず会事業約に応用。

・公開プロセスにおける評価結果及び自己点検による見穫しの結果について、本

年度の執行にも可能な娘り反映させることとしたい。

・レビューシートを概算要求胤資料としてそのまま活用することにより、レビュ

ー結築を確実に予算に反映するo

・事業の概算婆求を検討する段階から、その事業を行った場合に期待される効果

やその把握方法についても併せて検討する必要がある。

{織長の意識改革】

・今般の取組を内生化・定常化すベく、概算要求を行うまでの一つのプロセスと

して関係部署に広く理解を求めてまいりたい。

-今回の取絡は、予算執行・予算要求に携わる者の意識改革を促すものであり、

今後もこの窓識改叢が更に職員に浸透するよう努めたい。

【その他}

調行政事業レビュー結果の紋策評倒への反映など、政策評価との連携を強化する

こととしている 0

・政策の PDCAサイクルのアクション機能の強化!こ資するものと認識してい

る。
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② 一方で、レビューの充実に肉rtて、レビューシートの改善幸や公開プ口セスの準

備、職員の意識改革などに闘し、次のような意見も寄せられたところである。

[レビューシートの改善】

現行政事業レビューにより検証すべき点として『政策自体の必要性Jや f政策実

現手法の有効性・効率性j も排除しないのであれば、レビューシートに事業{土

移士けと問様lこf成果臼標j や「成果実績Jについても記載してはどうか。

・使途・支出先の犯援に加え、各事業の目穣遼成度合いについても十分把握して

いく必要がある。

-シート中に、当該事業の政策全体の中での位置付け等についても明記できれば、

議論の出発点を共有できるのではないか。

・レビューを実施する事業に含まれる偲別の事業について、サフ‘シートを作成し、

事業内容の扱握、自己点検等をより詳級に行った。

【公開プロセスの準備}

測事前の勉強会については、臼穏がタイトとなり、必ずしも十分な時間をとるこ

とができなかった。当省としては、外部有識者の事前勉強会は、当該事業の理

解を深める意味でも、綴めて重要と考えており、この点について、恩賜に外部

有識者を選定するなど、改善してまいりたい。

{職員の意識の向上}

・自律的な改革のプロセスを定着させるためには、機長の認識や意欲の喚起を更

に求めていく必要があると考えられる。

【その他】

珊本年度のレビューは、試行として実施したところであり、手さぐりの状況で作

業を行わざるを得ず、レピ、ユーの実施に伴う事務作業が過大となったこと等も

踏まえ、来年度以降については、実施方法についての工夫等、事務作業の効率

化についても検討していく必要があると思われる。
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(2)外部有識者ヘのアンケート結果

行政刷新会議の指名により各府省の公開プロセスに参加していただいた外部有識者

の方(延べ63人)に、公開プロセスを中心とした各府省のレビューへの取組につい

てのアンケ…トの回答を依頼したところ(回答期間 :7 Fl 23 臼 ~8 Fl 5 日)、 4 1 

遂の回答が寄せられた。回答結果と主な御意見は以下のとおり。

Q1 公開プロセス対象事業は、公開の場で議論するのに適切なものが選定されてい

たか。

[回答結果1
1 大半の事業が、公開の場で議論するのにふさわしかった 0 ・a 網開開閉 23人

2 ふさわしいものとそうでないものが半々程度だった。・・・・・・・・ 12人

3 大半の事業が、公開の場で議論するのにふさわしくないものだったに・ 3人

4 その他・・・・・・ s ・・・ a ・"聞・・ s ・・刷局 a 岡田・圃鋼 3人

このように回答者の過半数 (23人)の方から、対象事業の大学が公開チェック

にふさわしいものであったとの回答が寄せられた。

一方で、

・果たして 1時間かけて議論するだけの価値があるのかどうかというものはあった

削インパクト(支出額や社会的な効果)が小さなものが多く、このために多くの人

が準備をし議論するのはもったいない

といった窓見が寄せられた府省があった。

Q2  行政事業レビューシート及び添付資料Iま、事業の検証を行うよで必要十分だっ

たか。(特に、資金の流れ、費13-使途など)

【回答結果1
1 必要十分な情報が提供されていた。・

2 おおむね十分な水準であった。・・・

姐 2人

15人

3 必要な情報が不足しているケースが多かった 0 ・・・・・・網"・田園 22人

4 その他・・・組側・・"‘・ m 圃・副副・同開聞欄・・圃-2人

「必要十分」、 fおおむね十分Jと回答した方も多くいた(合計 17人)が、過半数
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(22人)の方が「必要な情報が不足j と回答した。これに関遼して、いくつかの府

議に対し、

・形式的な情報のみであり、検証を行うための情報が大幅!こ不足

a 事業の具体的中身や客観的外部評価などの情報が不足

・添付資料は一般的な事業概婆のものばかりで、その事業に関わる費用対効果につい

ての客観的数憶が載っていないものがほとんど

陣どの事業も政策包擦に対して成果がどのような形で得られているのか(定性的でも

定量的でも)の報告が明確でなかった

-繰り返し行われる定裂的な質問に対する答えをあらかじめ書いておくと時間の節約

になるのでは

といった改善を求める意見が数多く寄せられている。

Q3  行政事業レビュ…シートの『自己点検』織では、財政資金の効率的・効果的な

支出の銭点から、十分な見直し内容が記述されていたか。

[回答結果}

1 十分な見直し内容が記述されていた0 ・・値制禽網省 a ・h・s ・・・・・ 3人

2 十分な見直し内容が記述されているものとそうでないものが半々程度であった。

• 14人

3 見渡し内容の記述が不十分なものが多かった。・錫舗網・・・・圃・・ 23人

4 その他・・剛軍需・凶衛価値 a ・・園周・・・・ a ・・・・ 0人

過半数 (23人)の方から、「見直し内容の記述が不十分なものが多かったj との

回答が寄せられた。これに関連して、

・何故、これを予算化し、実施しなければならないかについて、十分な説明とは思え

ないものが多い。一度、予算化するとその正当性を書いているような感じがする

"十分な検討・準備のよで記述されていたようには思われない

書効率的・効果的な取り組みへの視点は示されていたが、あらゆる角度からの考察で

はないように思えた

との意見が寄せられた府省があった。

一方で、

・2当初想定していた以上に、問題点が上げられ、その見直し内容が記載されていたと

忽われる

・この程度のものが提出されていれば、それを前提に、さらなる見直しの議論が可能
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どなる

との宵定的な意見が寄せられた省(厚生労働省)もあった。

Q4  各府省による事前勉強会において、十分な領報提供が行われていたか。

{回答結果1

1 議論をする上で十分な情報提供がなされていた。剖網 a ・・“ 5人

2 十分な情報提供がなされている事業とそうでないものが半々程度だった。

. 11人

3 議論をする上で十分な情報提供が行われていなかった 0 ・・・・・珊 7人

4 そ の他・・・・・・ 纏剛輔欄・圃・・ a ・・・ a ・5人

事前勉強会に出席された方(延べ28人)のうち、 11人が「十分な情報提供がな

されている事業とそうでないものが半々程度j、7人が f議論をする上で十分な情報

提供が行われていなかったj と極答している。これに関連して、少数の府省について

ではあるが、

・一方的に事業の必婆性だけを訴えるケースが多く、現状についての問題意識が全く

示されない事業が多かった

-勉強会の途中で、会計課長(事務局注 チーム事務局の実質的な賓任者)が事業の

必要性を説明するなど、{阿のための事前勉強会か理解できなかった。悶省の宮房自

体が、行政事業レビューの意味を環解していないのではないか

との厳しい意見が寄せられている。

Q5  各府省が選定した外部有識者の方々には、事業を適切に検証する姿勢が見られi
Tこか。 I

【羽答結果1

1 行政刷新会議i時!と同じかそれ以上に積極的に検証を行う姿勢を見せていた。

• 18人

2 一部に、事業の検証に消纏約な姿勢を示す有識者がいた0 ・・・・ s ・13人

3 ほとんどが、事業の検証に消極的な姿勢を示す有識者であったo 奮闘鋼 5人

4 その他・鳳・闘阻・鋼・凶・ a ・"・・・・・・・ R ・・ a ・・ 5人
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「行政局IJ新会議側と同じかそれ以上に積極約に検証を行う姿勢を見せていたj と問

答した方が 18人だった一方で、「一部に、泰業の検証に消極的な姿勢を示す有識者

がいたj、「ほとんどが、事業の検誌に消極的な姿勢を示す有識者であったj と閏答し

た方が合計 18人いた。これに関i哀し、特定の省について、

・明らかに特定事業の関係者と思われる方もおられた。その問題点は、その事業の評

価!こバイアスがかかるだけでなく、大体がワン・イシューの方なので{致事業につい

てはほとんどコメントがない(関心が持てない)ことだと思う

どの指摘があった。

Q6  公務プロセスの対象事業について、評俄結果取りまとめは適切に行われていた

か。

{回答結果}

1 議論と評決を踏まえて、結論が明自在に示されていたo ・圃 26人

2 議論や評決の内容に照らして、結論が不明確な場合があった。幽幽 8人

3 議論や評決を十分に踏まえず、取りまとめ役の判断による取りまとめが行われ

るケースがあった。・省圃・・圃鷹飼細修網，.圃・・明"“ 7人

4 その他(評価シートのぞEり方などい“・・・・虜明胴開制 g 凶 O人

大多数の方 (26人)が「議論と評決を踏まえて、結論が明確に示されていたJと

回答されたが、一方で、「議論や評決の内容に照らして、結論が不明確な場合があっ

たJ(8人)、『議論や評決を十分に踏まえず、取りまとめ役の判断による取りまとめ

が行われるケースがあったJ(7人)と回答された方もいた。これに関連して、少数

の府省ではあるが、

-事業の廃止が多数を占めているのにもかかわらず、その結果を選ばないケースがあ

った

-多数決で結果を決めるというルールをどこまで徹底するべきであるのかなど、今後

の課題が残った

どの意見が寄せられている。

Q7 公開プロセス当日の還営は適切に行われていたか。

{回答結果】
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1 特に問題なく適切に行われていた。・・

2 臼程や時間割に改善の余地があるに・

. 32人

・4人

3 会場の設営に改善善の余地がある。岨 M ・・・・・・・・・・・‘・・・・ 6人

4 その他・刷・ R 刷・・・・・・周調・・岨掴・・・・ a ・‘虜耐震・ 2人

大多数 (32人)の方が、「特に問題なく適切に行われていたj と回答されている。

よ記のほか、各府省のレビューについて数多くの策重な御意見が寄せられているが、

そのうち、全府省に共通するものとして注目すべき指摘は以下のとおり。

{全体の中での事業の位選づけの明確化】

・(公開プロセスの対象事業の選定の妥当性に践し)全事業を提示いただいた上で対

象事業を議論したわけではないので、主幹複なところ分からない。ただし、少なくと

も、全予算がどのような事業に割り振られているのか、そうしたマクロ的な図表が

あれば、個別事業の評価にもより適切な判断が可能になると怒った。

幽全体的な事IJ度設計の一翼を構成する事業を、個別の害事業単位で幾模の妥当性・笑施

の是非を議論することに難しさを感じた。これに類似する問題として、担当課単位

でレビューを実施し、何らかの指摘を行ったとしても、当該担当諜だけでは辛IJ断・

決定できない筆壌が多く、その点も今後の課題となると感じた。

副全省をi箆じて、予算全体のマスタープランや各省横断的に類似の事業があるや否や

のチェックリストなどが存在しない、あるいはリクエストしても作成しないのには、

ショックであった。

【質疑の工夫]

・質問する評価者の側には、①自分の意見を述べず、質際に徹すること、!②事業目的

の当否は問わず、目的逮成の手段としての妥当性を論じるのだということを徹底す

るとよくなる。他方、説明者の領IJは、「はい」か fいいえj で答えられる繁簡に対

して無関係な回答を続け、結局、最終約に rlまいJか「いいえjかわからないケー

スが数見されたので、こういうことのないように徹底すべき。

{対象事業の選定】

-そもそも出す側もやめるべきと，思っているような事業は、評価する側も時間の無駄
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を感じてしまうので、極力避けた方がいいように思う。インパクトが大きく、判断

としては止めさせるべきだが、世論ないしは利権団体の反対が強いようなものに限

って、議題に載せるのがよいように思う。

・複数省庁!こまたがっているプロジェクト(予算)があるが、これは 1つのプロジェ

クト(省庁横断)でやらないと意味がないのでは?省庁内でのプロジェクトについ

ても同様で、一つ一つを取り出すのではなく、官事能な絞り関連したものをまとめて

レピ、ユーしないと、効果が半減するのではないかと恩われる。

【E平価シ…トへの記入方法}

・詳細シートの作成方法及び記入方法!こ工夫が必姿。特に、事業評価の冒頭において、

コーディネーターは、評価シートの判断項目のそれぞれの意味を湾磯認すべきでは

ないか。

【評締結果のフォローアップ]

幽(事業仕分けやレビューにより評価した)事業のその後が気にかかる。関民として

も知る必要があることなので、事業評{闘が次年度予算に生かされているかどうか、

内閣府(行政問IJ新会議事務局)として分かりやすい形で公表すべき。

[継続的実娠の必要性】

・今回i土、初回、各省庁も慣れない部分があるように怠えた。事業の精査はもちろん

重要であるが、それ以上に、職員の意識改革の効果があったように思える。この意

識の改革は、レビュ…を継続して実施することで、進展するものと思われる。

贋事業仕分けを含め、悶を蒙ねるごとに、(省庁側と外部有識者の)議論のすれ違い

が少なくなってきたように思える。継続することが何よりも重要。
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;4 レビューの結果とその平戎J;l両面醐算要求への反映状況に関する論点I

混在、事務局において、各府省のレビューの結果とその平成23年度概算要求への反

映状況についてチェックが行われているところである。今後、なお精交を婆するが、少

なくとも各府省は、以下の点について説明責任を十分果たす必要がある。

(1)チ…ムの所見において「一旦廃止して、必主主性を検証すべきj のように結論づけら

れている事業について、類似のものが、 23年度概算要求において、名称が異なる新

規事業の…部として婆求されている例がある。必要性の検誌を十分行ったのか、従来

事業とは何が違うのか等4

(2 )チームの所見において、 f一塁廃止するが、政策目的Iまご、理解いただいたj などと

記述されている事業について、 23年度概算要求において、別事業として婆求されて

いる例がある。政策目的達成のために真に効果的・効率的な事業に変わっているか等。

(3 )レビュ…の結果を踏まえ事業のメニューの一部を廃止・改善したとされている…方

で、事業全体では23年度主要求が大きく増加している例がある。何故、廃止や改善を

反映した減額要求が行われなかったのか等。

(4 )事業仕分けやレビューの公調プロセスにおいて、 ri也事業と再編・統合し、効率的

な事業実施に努めるべきj と結論づけられた事業について、統合後の要求額が統合前

の各事業の予算額の合計より増えている伊lがある。真に効率的な事業となっているか、

f統合効果j をどのように発揮しようとしているのか等。

(5 )チームの所見において、「所期の殴的を達成したため、 22年度で廃止するj とさ

れ、実際に廃止された事業について、どのような成果が上がったのか等がシート (r実

総状況J欄や f自己点検j機など)Iこ記述されていない例がある。そもそも当該事業

はどのような成果を見込んで開始され、それがどの程度達成されたのか(逮成度)等。

(6)過去の事業仕分けや公領プロセスの対象となった事業について、仕分けの結果を十

分踏まえた見直しが行われていないと考えられる事業がある。また、その他の事業に

ついて、行政刷新会議や各府省自らがレビューの中隣とりまとめで示した横断的な見

直しの基準に基づく点検を十分に行っていないと忠われる事業がある。これらについ

て、何故十分な見直し・点検が行われていないのか等。
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同盟国医率::!I~U隆副彊還訴~iliíf回田町量四国JW軍司æfi認:;w.週間績割

今年の試行的な取級は一定の成巣を上げたものと考えられるが、一方で、来年からの

本格実施に向け、レビューの実効性を更に確保する観点から解決すべき諜穏を、以下に

掲げる。これらの諜題への対応策については、今後、事務局において検討を行い、来年

のレピ、ユ…の作業が僚始されるまでに結論を得ることとする。

(1)レビューシートについて

① レビューシートに擦り込むべき事項

ア 本年の試行に際しては、執行実態の把握を重視し、資金の流れ、費目・使途を t

各府省に詳細に記述してもらうことを優先したため、レビューシートに成果目標

等!こ関する数鐙呂襟等!こ関する情報を記載する織を設けなかったところである。

イ 一方で、レビューシートについては、受なる情報を追加する必婆があること、

特に政策包擦やその号室成度、費用対効楽などに関するデータの必要性を指摘する

意見が外部有識者からも寄せられているところである。

ウ 外部有識者の御指織や、レビューの試行結果の評価も踏まえて、今後i立、成果

目標や主主成度、費用対効果等のデー夕、過去の事業佼分けやレピ、ユーの結果を踏

まえて見直したとされている事業の予算の減額/増額要因などについても記載さ

れたシートとすべきである。

ヱ また、総務省においては、シートに加え独自の「横断的点検シートj を別途作

成し、事業所管部局が自ら事業のチェックを行えるような工夫を行っており、数

多くある事業を効率的かつ自律的に点検するには有効な手法と考えられる。来年

以降、さらに実効性のある自己点検を行うという観点から、総務省の取締を参考

にしつつ、チェックリストの作成を検討すべきである。

② レビューシート作成の範囲

ア 本年i立、事業執行の実態を把握するため、把援可能な直近年度である平成21年

度の事業を対象にレビューシートが作成された。

イ これにより、率業執行の実態は、以前ど比べて格当紛らかとなったが、例えば、

r 2 1年度限りで廃止したJとされている事業について、本当に「付け替えJや「務

板の掛け替えj などが行われていないかについては、 22年度に新鏡に矯震された
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、事業に関する情報がないため、検証が困難であった。

ウ さらに、国民に対して閣の事業の全体像を示すという観点からも、執行途上の事

業であっても、できる限りシートを作成し、事業の存在を示すことが必要である。

I このため、来年からは、執行実態を把援する対象となる年度の翌年度の萩焼事業

についても、事業概要を中心に記入可能な情報をレビューシ…トに記入し、必婆な

チェックが行えるようにする必要がある。

③ レピ、ユーシートへの記載の充実

ア レビューは事業の執行笑態の把握を前提に行われるものであり、把握した情報を

端的に表すために f資金の流れJ欄と f費8・使途J欄が設けられたところである。

イ 特定の府省(農林水産省、経済産業省など)においては、この綾旨をよく理解し、

非常に詳しく両織の記入が行われた。一方で、他の府省においては、記入が必ずし

も十分とは奮い難いシートも多数見受けられたところである。(例えば、特設の環

鴎なく支出先の個別名称が記載されていない例、事業のメニューご、とに資金の流れ

が記載されていない例、入札方法等についての記入がない例、『複数支出先ブロッ

クj の上位 10者の資料の添付がない側、「費EI"使途J櫛で支出先で仰に予算が

使われたのかの記載がなかったり、あっても不十分な例など。)

ウ このような不十分な記述は、執行実態を点検するというレどューの主旨を没却す

るものであることから、十分な記述ができていない麻雀に対しでは、予算が最終的

に誰に渡り(支出先)、どのように使われているか(使途剛費目)を悶民にわかり

やすく示すよう求めるべきである。

(2) 公開プロセスについて

① 公開プロセスの対象事業

ア 公開プロセスの対象事業については、外部有識者から、概ね公開の場で議論す

るのに相応しいものが選定されていたが、支出額や社会的な効果がIJ、さなものが

含まれており、原異IJ1時間という議論の時聞がもったいないとの指摘があった。

イ 一方で、いくつかの府省(農林水産省、霞土交通省)においては、事業規模の

大きいものや政策の優先度の高いもの、これまで寸ーブンな場ではほとんど議論

されてこなかったものなど、国民の回に直接触れる形で議論するのに格応しいも
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のが選定され、実際の議論も充実したものとなった。

ウ 今後i立、公開プロセスの場を十分活用できるよう、対象事業の選定に当たって

iま、 2 (4)①イのj) ~ iv)の基準に該当するもののうち、特に事業規模や社

会的な効果の大きさに留意して選定を行うべきである。また、公開プロセスの対

象として相応しいかどうか、引き続き毒事務局がチェックを行うべきである。

エ なお、多数の外部有識者による事業の点検が行われる公開プロセスの対象事業

は、できる限り多い方が望ましいことはいうまでもない。一方で、前年度予算の

執行額が概ね明らかになるのがS月中下旬以降であること、新規事業の検討にも

時間安審IJ<必要があること、概算要喜求組主主え基準が出た後は取りまとめに向けた

作業に集中せざるを得ないこと等から、公開プロセスが実施できる期間と対象事

業の数には一定の制約がある。限られた時間を有効に活用する観点からも、公務

プロセスの対象となる事業の選定!こ当たっては、十分な吟味が必要である。

② 各府守蓄の外部有識者の選定方法

ア 今年のレビューにおいては、各府省のチームに参加している外部有識者の方を

活用して事業のチェックが行われた。また、公開プロセスの実施に際し、多くの

府省においてチームの外部有識者が追加されるとともに、行政刷新会議から指名

された外部有識者も加わって議論が行われた。

イ しかしながら、各府省で選定された外部有識者の中には、もともと公開プロセ

スへの参加を念頭において指名されたのではない方や、長く当該府省の政策決定

に携わってきた方、 f仕分けJの趣旨の理解が十分でないと忠われる方が含まれ

ていたことから、府省によっては、議論そのものに戸惑っておられる方、政策論

に力点安置いて議論を展関される方などが持に見受けられた。

ウ このため、来年以降は、各府省が外部有識者を選定するに当たっては、公繍プ

口セスの場において外部の包で厳しく事業をチェックすべきことを事前!こ徹底す

る必要があるとともに、そもそも従来から当該府省の政策決定に携わる等の関わ

りがあった方ではなく、関わりがなかった方が選定されるようにすべきである。

また、一部の府省で、特定事業の隠係者が公開プロセスの外部有識者に含まれ

ていた(※)ことを踏まえ、事業の利害関係者となっていないかどうか、事前に

各府省で慎震にチェックを行うよう求めるべきである。

※当該事業の質疑が始まる前に利害関係者であることが判明したため、皇室疑から外れ、 ;tt二、

内。
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事業の評価にも参加していない。

③ 公開プロセスにおける評価結果のとりまとめの跨題

ア 公開プロセスにおける評価結果のとりまとめは、外部省識者の評価結果や議論

の内容を踏まえ、的確に行われなければならないことは言うまでもない。

イ しかしながら、稀なケ…スではあったが、とりまとめ役が、必ずしも評価結果

等を十分反映したとりまとめを行わなかったとの指矯が外部有識者からなされて

いる。

ウ Jとりまとめ役は外部有識者の評価結果を忠実に踏まえたとりまとめを行う必婆

があることを事前に徹底するとともに、万が一、外部有識者の評倣結果と呉なる

とりまとめを行う場合!こは‘何故そのような結論となるのかその場で十分に説明

を行い、外部有識者からの合意を取り付けた上で結論付けが行われるようにする

ことが必要である。

L3)公開プロセスの対象外の事業の点検について

① レビュ…の実効性を確保するには、公開プロセスの対象外の事業についてもしっ

かり点検を行う必要があることは言うまでもない。

② このため、各府省に対して、

ア 対象外の事業が多数あることを踏まえ、各府省が指名する外部有識者の数を増

やす

イ 総務省の例を参考にして、今年のレビューの経験を踏まえ、事業横断的なチエ

ックリストの作成を検討するなど、事業所管部局が自律約かつ効率的に事業の点

検を行えるようにする

ウ 当年の公開プロセスの結果明らかにされた様断的な見直しの基準に基づく見直

しを省内における検討の際に徹底する

等の取組を求めることが必要である。

(4)複数部局等にまたがる政策に関する纂業のレビューについて

①各府省のレビューシートがほぼ同時に出そろう結果、特定の政策テーマについて、

府省内の複数の部局、さらには複数の府省がそれぞれの所掌事務に応じて事業を実

娠しているケースがあることがわかる。
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② このようなケースにおいては、政策全体のゆにおける当該事業の位讃づけが必ず

しも明らかになっておらず、外部有識者からも、これが議論をしにくくしていると

の指摘があったところである。また、一部に事業内容の重複が疑われるケースもあ

る。

③ このような事業の点検を行う場合iこは、当該政策分野の政策手段が一覧できる資

料が関係音s局闘関係府雀において作成され、レピュ…シートとともに公表されるよ

うにすることが禁ましい。

(5)政策評価との関係について

① 無駄のない効果的な事業の実施を磁保するためには、様々な手法で事業の点検を

行うことが叢婆である。一方で、点検を行う手法が多岐にわたる場合、点検される

鍛IJにとってはかなりの手間となることから負担感が重くなり、かえって仕分けマイ

ンドの定表には逆効果ともなりかねない。

② 特に、レピュ…と、成果目標iこ照らした政策の遼成度をチェックする手法として

の政策評価との関係については、本年のレビューの試行に際して、その主主複が主主じ

ないよう役割分担を図ったところであるが、おli.いの有機的な関連性まで踏み込ん

で役割分担を行う必要がある。

③ このため、来年の本格実施までに、政策評価を所管する総務省行政評価局と相談

を行いながら、お互いの役割分担と連携の在り方、各府省の事務負担の軽減などに

ついて検討を行い‘来年のレビューまでに結論を得るべきである。

(6)再仕分けとの連動について

① 4で述べたように、レビューの結果の平成23年度概算要求への反映状況のチェ

ツクの結果、事業の見直しが不十分で、各府省も十分な説明責任を果たしていると

は考えられない例が見受けられたところである。

② このような見直し不十分な事業を放置することは、レビューの実効性を損なうこ

とになると同時に、非効率で効果の低い毒事業の見直し!こ真撃に取り組んだ部局・職

員のレビューに対する意欲を減じることとなることから、許されないことである。

③ このため、この秋に予定されている事業仕分け第3弾(再仕分け)に向け、行政

刷新会議において反映状況についてのチェックを更に行い、問題があると考えられ
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る事業については蒋仕分けの対象にする、財政当局に厳しい重量定を求める、政策g

擦の達成震の厳しい検証を政策評価担当部局に求める等により、各府省が説明糞{壬

を果たせるようにする必要がある。

④ なお、事業の見直しが不十分な状況が来年以降も続く場合には、その程度に応じ

て、これを是正させるための措遣を講じていく必要がある。

(7) レピュ…の手法の新規芸事業への応用について

① レビューは実態把援を行うことを前提に行われるものであり、点検の対象は執行

を終えた年度の事業となることから、事後チェックとなる。チェックの結果は新規

に立案する事業iこも生かされる必要があるが、仮に、十分に生かされない場合、後

で総題点の指摘があっても既に執行済みとなってしまうため、いわば「イタチごっ

こJのような状態が続くことが懸念される。

② このような状態の発生を防ぐためには、新規の事業についてもレビューの手法を

活用し、立案の過程において、客観的な視点で事業の点検を行えるような工夫を検

討すべきである。

③例えば、

ア 新規に立案される事業であっても、レビューシートの認入項自のうち、事業目

的、事業概姿、婆求額などを記述し、公表する P

イ 政策課題の設定や実現手法の選択、過去の事業仕分けやレビューによる点検結

楽の反映等が適切になされているか、外部の自でチェックを行う

等の取級の実施を検討すべきである。

(8)情報公開のそEり方について

①今回、 約 5， 400通のレビューシートが各府省のホームページなどで公開され

たことにより留の事業の全体が明らかになったことは、喜怒期的なことであった。

② …方で、レビューシートのわかりやすさを優先した結果、予算書に掲載されてい

る予算項!3とレビューシートで整理された事業の単位が必ずしも一致していない、

十分な検索システムが整備されていないといった問題が指摘できる。

" 

③ レビューは、本来、国の事業の実態を閤民に対しわかりやすく示すことに主娘を

震いた取組であることからすれば、情報へのアクセスのしやすさを高めることは取

一26-



組の意義を高める上で重要な課題である。予算項目とレビューシートの単位をの整

合性を取ることが必ずしも容易ではないなどの問題はあるが、各府守撃のホームペー

ジの充実と併せ、検索可能性の向上などを検討する必要がある。
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問医盟盤

(1)図の事業については、各府省がPDCAQ~)an(立案)官。(実行)をheck (点検ト企ction

(改養))のサイクルを適切に繰り返すことにより、非効率‘低効果な事業が排除さ

れることが期待されてきた。しかしながら、現実には、 CとAが十分行われてきたと

は言い難い。これまでの事業仕分け、そして今回のレピ、ユーにおける外部の自による

点検の結果を踏まえて廃止され、また、侭らかの形で改議された事業が多数あったこ

とは、その証左である。

(2 )また、非効率・低効巣な事業が十分な点検・見直しが行われないまま温存されてき

たことは、留の行政機関に対する国民の不信の原因の…つになっているものと考えら

れる。多くの民間企業が厳しい経営環境の下で懸命なコスト給減努力や事業の淘汰を

行っているのに比べ、国民の税金を効率的かつ効果的に使うことに対する意識がまだ

甘い部局がある。

(3) 今回、レビューの取組により、各府省自らが、非効率・低効果な事業の存在を明ら

かにしたことは、このような窓識を改めるための第一歩として評価されてしかるべき

ものと考えられる。

無論、各方弱から指摘されているように、改善すべき点は少なくないが、今後も各

府議が自律的に毒事業の厳しい点検を行い、点検結果を的確に事業に反映させるという

レどュ…の取組を国民の自に見える形で毎年継続して行っていくことで、行政に対す

る国民の信頼が回復することが期待される。

(4 )また、レビューを各府省に定着させるためには、倍々の織長のこの取紹に対する窓

欲を喚起する必婆がある。このため、各府省は、主主要豊に事業の点検や予算への反紋!こ

取り組んだ職員を人事評価等において積極的に評徹することが震獲である。

(5 )行政刷新会議は、引き続きレビューの取級の定着による自律性のある留の行政運営

の実現に取り組んでいく。
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